
1

2020年12月24日

地域間連系線運用容量の算出方法見直しについて

資料１資料１



2はじめに

◼ 本機関は、運用容量検討会において、翌年度以降の長期及び年間における連系線の運用
容量算出に係る検討を行っております。

◼ 2021年度以降の運用容量算出に用いる「連系線の運用容量算出における検討条件」は、
2020年5月に公表しております。今年度に入り、再生可能エネルギー（以下：再エネ）導
入量が拡大している実態や地域間連系線の潮流実績を踏まえ、調整力及び需給バランス
評価等に関する委員会で検討された事項を含め、運用容量検討会では地域間連系線の
運用容量算出に係る新たな考え方の追加、変更を検討してきました。

◼ 今回、今年度の検討結果に基づき、以下の地域間連系線運用容量の算出方法について
見直しを行うため、意見募集を実施いたします。

（１）東北東京間連系線（東京向）熱容量限度値の算出方法

（２）関西中国間連系線（関西向）電圧安定性限度値の算出方法

（３）中国四国間連系線（中国向）熱容量限度値の算出方法

（４）中国四国間連系線（四国向、中国向）周波数維持限度値の算出方法

（５）中国四国間連系線（四国向）設備停止時の運用容量の算出方法



3＜参考＞ 運用容量における限度値（上限値）の考え方

2020年度第1回運用容量検討会 資料1より抜粋



4

運用容量算出方法見直しの概要と背景・理由



5（１）東北東京間連系線（東京向）熱容量限度値の算出方法（追加）

【算出方法見直しの概要】

◼ オンライン制御可能な再エネの抑制分を電制量として織込んだ「下げ代不足が想定される期
間の運用容量算出方法」を新たに設定することで、運用容量の低下を緩和させる。

【背景】

◼ 東北エリアにおいては、再エネ導入が拡大しており、今後さらに再エネ導入が加速すると春秋
の需要が低くなる時期には下げ代不足が懸念され、再エネ出力制御の可能性が高まっている。

◼ 東北東京間連系線の運用容量は、熱容量限度値に火力機の電源制限量を加算しており、
再エネ高稼働時において電制電源が抑制されると、その分運用容量が低下する。

【理由】

◼ 下げ代不足時に再エネ出力制御を実施する前には優先給電ルールに従って、揚水発電機
の揚水運転、火力発電機の出力抑制、地域間連系線の活用（他エリアへ送電）により、
再エネ出力制御を極力回避する。

◼ 下げ代不足時において連系線事故が発生した際、オンライン制御可能な再エネを追加抑制
することで、運用容量低下を緩和できることを確認したため、これを反映させる。

➢ 東北東京間連系線（東京向）熱容量限度値に加算している電源制限量について

相馬双葉幹線2回線事故時に、いわき幹線の過負荷を解消させるために発電機を電源制限（遮断）する量



6＜参考＞ 運用容量と電源制限量（電制量）の関係

第27回系統ワーキンググループ 資料2より抜粋



7＜参考＞ 下げ代不足時の運用容量

第27回系統ワーキンググループ 資料2より抜粋



8＜参考＞再エネ追加抑制を考慮した運用容量低下緩和策

第27回系統ワーキンググループ 資料2より抜粋



9（２）関西中国間連系線（関西向）電圧安定性限度値の算出方法（変更）

【算出方法見直しの概要】

◼ 軽負荷期（その他季）に限定して、潮流想定方法を潮流実績や電源の稼働状況を考慮
した方法に見直すことで、運用容量を増加させる。

【背景】

◼ 軽負荷期の昼間帯において空き容量が小さくなってきており、今後、再エネ高稼働時には市
場分断の発生が懸念されることから、対応策が必要となった。

◼ 再エネ導入が進んだことで、軽負荷期の想定潮流が潮流実績に比べてかい離してきており、
これまで想定していた電圧安定性を検討する条件は、電圧低下に対して厳しめの評価となり、
運用容量は小さくなりやすい。

【理由】

◼ これまで電圧安定性の検討に用いる想定潮流は、中国エリア内の発電機の出力を西側から
優先で増加していたため、重潮流となり非常に厳しい条件となっていたが、軽負荷期の潮流
想定方法に潮流実績や電源の稼働状況を織り込むことで、条件としては緩和方向となり、電
圧安定性限度値が上がることから、運用容量の増加が期待できることを確認したため、これを
反映する。

【今後の課題】

◼ 通年の適用に向けて、引き続きデメリットがないか他の断面（夏季・冬季）においても確認し
ていく。



10＜参考＞潮流想定方法の見直し

2020年度第3回運用容量検討会 資料5より抜粋



11（３）中国四国間連系線（中国向）熱容量限度値の算出方法（追加）

【背景】

◼ 四国エリアにおいては、再エネの導入が進展しており、春秋の電力需要が低くなる時期を中心
に、再エネの出力制御の可能性が高まってきていることから、再エネ出力制御量の低減策が
必要となった。

【理由】

◼ 中国四国間連系線は、架空＋ケーブル区間で構成され、ケーブル区間の熱容量が制約と
なっており、その短時間過負荷容量は145万kW、許容時間は４時間と比較的長い。

◼ 2回線運用時の熱容量限度値を連続容量120万kWから4時間容量145万kWに拡大す
ると、下げ代不足時の中国四国間連系線2回線事故を想定した四国エリアの周波数維持
に必要な系統安定化装置による電制量が不足する。

◼ 系統安定化装置と再エネ出力制御システムを組み合わせたシステムを構築することにより、運
用容量拡大分を阿南紀北直流幹線EPPSにより四国エリア外に送電している間に、オンライ
ン制御可能な再エネを自動抑制することで、事故時の四国エリアの周波数維持が可能となり、
運用容量を拡大できることを確認したため、これを反映する。

➢ 阿南紀北直流幹線EPPS制御について

中国四国間連系線２回線故障時、系統安定化装置からの指令により阿南紀北直流幹線の潮流を自動
調整することで、周波数維持などを図る機能

【算出方法見直しの概要】

◼ オンライン制御可能な再エネの抑制を電制量として織込んだ「下げ代不足が想定される期間
の運用容量算出方法」を新たに設定することで、2回線運用時の運用容量を拡大させる。



12＜参考＞中国四国間連系線の熱容量

第27回系統ワーキンググループ 資料1より抜粋



13＜参考＞系統安定化装置と再エネ出力制御システム

第27回系統ワーキンググループ 資料1より抜粋



14（４）中国四国間連系線（四国向、中国向）周波数維持限度値の算出方法（変更）

【算出方法の見直しの概要】

◼ 周波数維持限度値の算出方法を以下のとおり変更することで、運用容量を維持させる。

✓ 四国向：算術式に無制御潮流を織込み、算出断面を細分化する。
年間1断面⇒年間60断面（48断面に加えて端境期である9月、11月、3月は前後半に区分）

✓ 中国向：算術式に織り込まれている無制御潮流の算出断面を細分化する。
年間1断面⇒年間48断面（月別、平日／休日、昼間／夜間）

➢ 無制御潮流について

中国四国間連系線2回線故障時に阿南紀北直流幹線EPPSなどの制御が無くても、中国エリア、四国エリアの
周波数が大きく変化しない潮流

【背景】

◼ 関西四国間連系設備（以下：阿南紀北直流幹線）の関西向き潮流の減少、阿南紀北
直流幹線の停止作業により、阿南紀北直流幹線EPPS制御量を十分に見込めず、年間１
断面での算出では周波数維持限度値が熱容量限度値を下回る可能性が出てきた。

【理由】

◼ 他連系線と同様に算出断面の細分化等により周波数維持限度値が熱容量限度値を下回
らないことを確認したため、これを反映する。

➢ 阿南紀北直流幹線EPPS制御について

中国四国間連系線２回線故障時、系統安定化装置からの指令により阿南紀北直流幹線の潮流を自動調
整することで、周波数維持などを図る機能



15（５）中国四国間連系線（四国向）設備停止時の運用容量の算出方法（変更）

【算出方法の見直しの概要】

◼ 設備停止時の運用容量（周波数維持限度値）算出方法を以下のとおり変更することで、
1回線停止時の運用容量低下を緩和させる。

✓ 四国向き：算術式に阿南紀北直流幹線EPPS制御量を織込む。

➢ 阿南紀北直流幹線EPPS制御について

中国四国間連系線故障時、系統安定化装置からの指令により阿南紀北直流幹線の潮流を自動調整すること
で、周波数維持などを図る機能

【背景】

◼ 中国四国間連系線が作業により1回線停止している期間において、連系線潮流が四国向き
となる断面で市場分断が発生しており、設備停止による運用容量の低下を緩和させる必要
がある。

【理由】

◼ 阿南紀北直流幹線EPPSの動作信頼性が十分あることや中国四国間連系線と関西四国
間連系設備を同時に停止しないよう停止調整を行っていることより、阿南紀北直流幹線の
EPPS制御量を見込めることを確認したため、これを反映する。


